
令和５年度あきる野市介護サービス事業者等指導監査結果

令和５年度に介護サービス事業者等に対して実施した指導監査の結果及び主な指摘事項は次のとおりです。

１ 指導監査実施事業者

２ 指導監査の結果

※文書指摘：関係法令に違反している事項 ※口頭指摘：関係法令に違反しているがその程度が軽微な事項、又は改善中の事項

No 事業者名 サービス種別 実施日

１ 松楓会 あきる野指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 令和５年５月３１日

２ 株式会社 ひまわり 居宅介護支援 令和５年６月７日

３ こーゆうケアネット 居宅介護支援 令和５年６月２６日

４ ライズ 訪問介護 令和５年７月２５日

５ ライズ 居宅介護支援 令和５年７月２６日

６ ケアソリューション訪問介護事業所 訪問介護 令和５年８月３日

７ アースサポートあきる野 訪問介護 令和５年８月２１日

８ あずみ苑 グランデ平沢 通所介護 令和５年１０月３日

９ あすなろみんなの家 通所介護 令和５年１１月１６日

10 デイサービス あすか 地域密着型通所介護 令和５年１１月２９日

11 こはく 地域密着型通所介護 令和５年１２月７日

12 デイサービス増戸ヴィラ 地域密着型通所介護 令和５年１２月２１日

13 ニチイケアセンターあきる野 福祉用具貸与 令和６年１月１７日

14 サンライズむつみ橋 小規模多機能型居宅介護 令和６年３月１日

15 第二ほたるの郷 地域密着型介護老人福祉施設 令和６年３月１５日

区分 文書指摘 口頭指摘

運営管理 １ ３４

サービス提供 ４ ７５

合計 ５ １０９



３ 主な指摘事項

※根拠法令等は次のとおり略称して表記しています。

市条例（居宅介護）：あきる野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成 30 年 3 月 26 日条例第 1号）

市条例（地域密着型）：あきる野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 25年 3月 28 日条例第 2号）

都 条 例 第 1 1 1 号：東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成 24 年 10 月 11 日条例第 111 号）

指摘項目 主な指摘内容 件数 根拠法令等

具体的取扱方針

（居宅サービス計画）

・居宅サービス計画は、サービス内容等を適切に記載すること １６
・条例第１５条第８号、省令第１３条第８号、

老企２２号第２の３（８）⑧）

・居宅サービス計画に沿った介護サービスを提供すること １１

・市条例第５９条の２０準用（第１７条）、解

釈通知第３の二の二の３（１４）準用（第３

の一の４（９）

・サービス担当者会議等を適切に実施し、その内容等を記録すること ６
・条例第１５条第９号、省令第１３条第９号、

老企２２号第２の３（８）⑨）

地域密着型通所介護

計画の作成

・地域密着型通所介護計画を作成する際は、適切にアセスメントを実

施すること
１５

・市条例第５９条の１０第１項、解釈通知第

３の二の二の３（３））

内容及び手続の説明

及び同意
・重要事項説明書に必要事項を記載すること １１

・条例第６条第１項、省令第４条第１項、老

企２２号第２の３（２））

勤務体制の確保等 ・月ごとの従業者の勤務表に必要事項を記載すること １０
・都条例第１１１号第１１条第１項、施行要

領第３の１の３の（６）①）

秘密保持等
・家族の個人情報を用いる際は、あらかじめ文書により、同意を得るこ

と
７

根拠：条例第２５条第３項、省令第２３条第

３項、老企２２号第２の３（１８）③


